


●市内に住所を有する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する
法人及び個人事業主 

●上記の者に対して車両を貸与するリース事業者で、補助金相当額を
リース期間の月数で除した金額を、補助金がない場合の毎月のリー
ス料金の金額から減額してリース料金を設定している者 

●市税等市の徴収金を滞納していない者 

●次のいずれにも該当する市内の既存の戸建て住宅を所有する者 
・現状、省エネ基準に適合していない住宅 
・省エネ化工事後に省エネ基準以上の性能を有する住宅 
・耐震性が確保されている住宅（改修後に耐震性が確保されるもの

を含む。） 

●市税等市の徴収金を滞納していない者 

※次に掲げる区域内に存する住宅は、補助金交付対象外です。 
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律の第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 
・建築基準法第 39 条第１項に規定する災害危険区域 

▶補助金交付の対象者 

▶補助金交付の対象者 
●市内で自らが居住する新築又は既築戸建て住宅に太陽光発電設備

（自家消費型）及び定置用蓄電池を自己所有により一体的に導入
する者 

●再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づ
くＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認定を取得しない者 

●発電した電力量の30パーセント以上を当該住宅の敷地内で自ら
消費する者 

●補助対象設備等の設置に関し、国の他の補助制度を活用しない者 

●市税等市の徴収金を滞納していない者 

▶補助金交付の対象者 

◆受付期間  令和 8 年 5 月 18 日（月）から令和８年 12 月 25 日（金）まで 

        ※ 補 助 金 に よ り 募 集 期 間 が 異 な り ま す 。 詳 し く は HP を ご 覧 く だ さ い 。  

ま た 、 予 算 の 上 限 に 達 し 次 第 終 了 し ま す 。  

◆受付時間  平日の午前 8 時 45 分から午後 4 時 45 分（祝祭日を除く） 

       （受付には審査時間を要します。時間に余裕をもってお越しください。） 

 

 ▶内容・補助額 

※国補助金の交付を受けた車両等が対象となります。 

 ▶内容・補助額 
※令和8年度の国等の制度改正によっては、現行制度の  
内容に変更が生じるおそれがあります。ご留意ください。 

 ※申請前の工事着手は補助対象外となります。 
  事前にお問い合わせください。 

 ※申請前の工事着手は補助対象外となります。 
  事前にお問い合わせください。 

 ▶内容・補助額 

◆受付場所・お問い合わせ先 

 都 市 整 備 部 都 市 政 策 課  
TEL:６７２－６１２7  FAX:６７２－３４4０ 

 Email:toshiseisaku@city.asago.lg.jp 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気自動車等普及促進補助金 

既存住宅断熱化促進事業補助金 

住宅用太陽光発電設備等導入促進補助金 

西館１階 

 

 

 

 

 

 

 

◆受付場所・お問い合わせ先 

 市 民 生 活 部 市 民 課 環 境 推 進 室  
TEL:６７２－６１２０  FAX:６７２－１３３４ 

 Email:kankyou@city.asago.lg.jp 

本館１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


